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「埼玉県土木工事実務要覧」の一部改定について 

 

 標記について、下記のとおり一部改定を行ったので参考送付します。 

 

記 

 

１ 内 容 

  「埼玉県土木工事成績評定要領」の改定に伴い、「埼玉県土木工事成績評定

要領に基づく様式」を改定する。 

２ 適 用 

  令和３年２月１日以降に当初契約を締結する工事から適用する。 

３ その他 

  様式は、建設管理課ホームページ（「埼玉県土木工事実務要覧」第４様式編）

にて閲覧できます。 

  http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/doboku-yousiki.html 
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